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地方独立行政法人長野市民病院 役員規程 

 

ᖹ成㸰８ᖺ４月㸯日 

規 程 第 㸯 号 

 

(趣旨㸧 

第 1 条 こࡢ規程ࠊࡣ地方独立行政法人長野市民病院定款定ࡢࡢࡶࡿࡵほࠊ地方独立行政

法人長野市民病院㸦以ୗࠕࠊ法人ࠖいうࠋ㸧ࡢ役員関し必要࡞事項を定ࡢࡶࡿࡵすࠋࡿ 

(責務㸧 

第 2 条 役員ࠊࡣ法人ࡢ使命そࡢ業務ࡢ公共性を自覚しࠊ法人ࡢ発展ࡢたࡵ職務あたࡽ

 い࡞ࡽ࡞ࡤࢀけ࡞

2 役員ࠊࡣ法人ࡢ利益相反すࡿ行為を行࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗいࠋ 

(勤務等㸧 

第 3 条 理事長ࠊ副理事長㸦職員を兼務すࡿ者限ࡿ㸧及び理事ࠊࡣ常勤すࠋࡿ 

2  職員を兼務すࡿ役員ࡢ労働条件等ࠊࡣこࡢ規程及び他ࡢ規程別ࡢ定ࡀࡵあࡢࡢࡶࡿほࠊ 

法人ࡢ常勤ࡢ職員ࡢ就業規則を適用すࠋࡿ 

3 前 2 項規定すࡿ役員以外ࡢ役員ࠊࡣ非常勤役員すࠋࡿ 

(報酬等㸧 

第 4 条 役員対すࡿ報酬等ࠊࡣ地方独立行政法人長野市民病院役員報酬等規程ࡢ定ࡿࡵこ

 ࠋࡿࡼࢁ

(政治的行為等ࡢ禁止㸧 

第 5 条 役員ࠊࡣ在任中ࠊ法人ྡࡢ称を用い࡚政治活動及び宗教活動を行࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗいࠋま 

たࠊ役員ࡢ地位を利用し࡚法人ࡢ職員対しこࡢࡽࢀ活動を行࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗいࠋ 

(秘密ࡢ保持㸧 

第 6 条 役員ࠊࡣ職務ୖ知ࡿこࡁ࡛ࡢた秘密を漏ࡽし࡚࡞ࡽ࡞ࡣいࠋそࡢ職を退いたᚋࠊࡶ 

ྠ様すࠋࡿ 

(営利事業ࡢ従事㸧 

第 7 条 常勤ࡢ役員ࠊࡣ営利を目的すࡿ団体ࡢ役員ࠊࡾ࡞又ࡣ自ࡽ営利事業従事すࡿ場 

合ࠊࡣ理事長㸦理事長あࡣ࡚ࡗ長野市長㸧ࡢ承認を得࡞け࡞ࡽ࡞ࡤࢀいࠋ 

 (倫理㸧 

第 8 条 役員ࡢ職務係ࡿ倫理ࡘい࡚ࠊࡣ職員ࡢ例ࡾࡼ取ࡾ扱うࡢࡶすࠋࡿ 

 (副理事長又ࡣ理事ࡢ解任㸧 

第 9 条 理事長ࠊࡣ地方独立行政法人法㸦ᖹ成 15 ᖺ法ᚊ第 118 号㸧第 17 条第 2 項又ࡣ第 3 

項ࡢ規定ࡾࡼ副理事長又ࡣ理事を解任すࠊࡣࡁࡿ当該副理事長又ࡣ理事弁明ࡢ機会を

付与し࡞け࡞ࡽ࡞ࡤࢀいࠋ 

(補足㸧 

第 10 条 こࡢ規程定ࡢࡢࡶࡿࡵほࠊ役員関し必要࡞事項ࠊࡣ理事長ࡀ別定ࠋࡿࡵ 

 

附 則 

こࡢ規程ࠊࡣᖹ成 28 ᖺ 4 月 1 日ࡽ施行すࠋࡿ 


